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はじめに
　日本の伝統的な村落社会は、家（イエ）を単位とした本末の系譜にもとづく同族（団）と
地縁による近隣組織という２つの原理の家連合に加え、個人を単位とした年齢・性別にもと
づく青年団や婦人会、信仰にもとづく各種講組織など、様々な社会集団・関係によって成り
立ってきた1。こうした社会集団・関係に対する研究は、社会学・社会人類学ないし文化人
類学・民俗学等を中心に膨大な蓄積を誇るが、なかでも「親類」をめぐっては未だに定説が
定まっておらず、不明な点が多い。本稿は、この親類について、三宅島の事例から一考察を
加えるものである。
　「親類」の項目を持つ既出の辞典類によれば、親類は「同族及び姻戚の総称」（『民俗学辞典』、
1951年）、「親族の総称として用いられてきた慣用語」であり「同族と対比して、血族と姻族
の双方にわたって成立する親族の一定範囲」（『新社会学辞典』、1993年）であるとか、「婚姻
や養子縁組を契機に結ばれる家・家族間の社会関係」（『日本民俗大辞典 上』、1999年）など
とされている2。また、明治民法および現行民法における親族の規定（「６親等以内の血族・
配偶者、３親等以内の姻族」）とは必ずしも一致せず、「親類は地域の社会的諸条件によって
変差」（『日本民俗事典』、1972年）があるという3。
　親類の呼称も地域によって異なり、シンルイ・シンセキ・エンルイ・オヤコ・イトコ・イッ
ケショ（一家衆）・ユイショ（結衆）・ハロウジなど様々である4。加えて、これらの慣行は
地域が変われば内容も異なる場合がある。例えば、シンルイは、基本的には親類関係である
ことが多いが、地域によっては同族を指すこともある5。親類の範囲や機能も地域により多
様であるが、主に田植えや稲刈りなどの共同労働、婚礼、屋根替え、葬式などの行事におい
て重要な役割を果たしてきたことが指摘されている6。
　さらに、親類をめぐっては、同族や親族との比較・対比、構成単位（個人か家か）、構成
原理（どのような関係にある家・個人がどのような契機で取り結ぶのか、その関係は固定的
か流動的か、超世代か世代限定的か、家連合か否か、定型的な集団か非定型の関係かなど）
について多くの議論がなされてきた。先行研究の知見に照らせば、三宅島のシンルイ慣行は、
どのような機能・構成原理をもつ関係ないし集団として捉えることができるのだろうか。
　以下で見ていくように、三宅島のシンルイは、現在、島北部の神着地区（旧神着村）にの
み存続し、機能は葬儀互助に特化されている。神着のシンルイについては、管見の限り、
1956（昭和31）年に実施された共同調査の報告や1978（昭和53）年の民俗調査におけるごく
限られた記述があるものの（後述）、「予報的性格」に止まっており、その詳細は未だ明らか
ではない。
　神着は、歴史的に人口の流動性が高い三宅島の中でも、明治初期以降、神道信者と仏教徒
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が混住してきた地域である。そのような特徴をもつ同地において、人々はいかに協働し、葬
儀という急を要する事態に対応していたのか。筆者が調査したいくつかの事例から神着にお
けるシンルイの特質に迫ってみたい。

１．親族と親類
　具体的な事例を見ていく前に、社会学・社会人類学ないし文化人類学・民俗学を中心に進
められてきた親族および親類の研究について、本稿の議論に関する範囲で簡単に整理してお
きたい。

（１）構成単位――個人か家か
　親類は、それ自体が主題化されるというよりは、同族ないし親族との関連において言及・
分析されることが多かった7。前述のとおり親類について、様々な論者が言及してきたが、
大きな論点の１つであり、かつ、未だに共通見解を得られていないのが、その構成単位であ
る。すなわち、親類は家と家の関係なのか、個人間の関係なのか、という点である。
　社会人類学・文化人類学における親族論では、親族の組織化について、①同じ祖先（先祖）
を基点にして（ancestor-centered）関係が構築される出自集団（descent group）と、②自
己を中心に（ego-centered）親子・婚姻関係の多系的な連鎖的拡大によって同心円的に構造
化されるキンドレッド（kindred）とに分けられる8。日本の場合、前者は同族、後者は親類
関係に対応するとされてきた（ただし諸議論あり）。前者は、家の継承・維持を目標に、本・
分家間の主従関係に基づく相互扶助を行い、集団的地位の永続性と排他的境界性を明確に保
持しようとする志向性を持つのに対し、後者は、対等原則に基づく日常的相互援助や相互接
触、情緒的安定などを主要な目的とし、関係の範囲・役割の流動性ないし不明確性を伴う傾
向にあるという9。よって、親類は個人を中心に展開される対等かつ流動的な関係であると
理解されていると言える。
　ただし、日本の親族・親類の具体的な検討からは、その特質を同定する上で家との関係が
無視できないことが指摘されている。例えば蒲生正男は、親族の諸形態の類型的な把握を試
みた中で、「親族は基本的には親子・兄弟・夫婦関係を結合の契機とした個人単位の関係」
であるとしつつも、親族集団として構成される場合には必ずしも個人を直接的な単位とする
とは限らず、「日本の親族集団には個人を家として類別し、家の系譜関係を強調する事例が
ある」と述べている10。
　また、光吉利之は、本来キンドレッドは自己中心的な双系的・選択的ネットワークを構成
するが、日本の親類関係は制度的な家の規範性によって義務的・規定的体系（prescriptive 
system）としての性格を強めるため、「内部的には個人関係的なキンドレッドの構造を潜在
的にふくみながらも、具体的には家長中心的な家を単位とした「家連合」として発現する」
と論じている。したがって、父系に傾斜した非対称な「単系的親類」とも言える性格を濃厚
にするが11、丹後山村の事例からは、インフォーマルな交際・協力領域においては双系的な
対称性が見られることを報告している12。

（２）連合形態――家連合を形成するか
　一方、親族・親類を家連合概念によって分析した研究も見られる。中野卓は、都市の商家
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の同族団と親類を分析する際、親族関係を「個人を単位とする関係」、親類関係を「家を単
位とする関係」かつ「親族的関係の連鎖がそれらの家々を連合させる契機になっているもの」
と規定し、両者を明確に区別している13。「個人をさして親類と呼ぶことがあっても、それ
は親類たるその家を代表する者または親類たる家に属する者の意味でそういう」からであり、
同族団（同族的家連合）に対し、親類を「親族的家連合」と呼んでいる14。また、親類は、「対
等的な交際を中心とする共同連携」を示し、「各家ごとに視野的構造をもってさまざまな範
団（原文ママ）をとる家連合という、特殊な非完結的な社会圏の重なり合いという形で存在
している」。ただし、家を単位とする限り、それぞれの家が持つ同族関係における立場と無
関係ではありえないとしている15。
　竹内利美は、直接的に親類を対象としたわけではないが、親族関係にもとづく家連合を「親
族的家連合」と呼び、複数の東北村落の事例を踏まえてその特質を指摘した。すなわち、親
族関係は「特定の個人を中心とした親縁者（配偶者・血族・姻族）の一定のひろがり」を指
し、それに基づいて生じる家連合は「個々の家ごとにそのひろがりの圏を異にする」。親族
としての結合関係は主に婚姻を契機に生じ、当該者の死亡＝葬送によって親族関係の序列が
変わり、世代の経過によって消失していく。よって、親族的家連合は「あくまでも個別的で
定型的集団形態を示さ」ず、成員構成の上でも「流動的で恒常性をもたない」とする16。
　他方、北関東の農村の事例から「家連合としての親類」を検討した福田アジオは、家連合
となり得る条件についても論及している。親類は、当事者間の親族関係に基礎づけられつつ
も明らかに家を単位としているが、単に相手を親類として認知しているだけとか、何か特別
な時に儀礼的に贈答や訪問をするだけの関係ではなく、年中行事としての訪問贈答やユイな
どの労働交換などを含めた「生活上の種々の契機について結合している共同関係」（有賀喜
左衞門）である場合に、その恒常的な生活連関によって「家連合」として把握できると指摘
している17。また、夫婦の兄弟姉妹関係などは、基本的に家連合としての親類として成立現
象するが、世代交代を重ねるうちに次第に家連合的性格が消え、一般の親類（単なる家単位
の付き合いとしての親類）となり、やがて親類の範囲からも外れ、まったくの他人となる。よっ
て、親類そのものは家連合ではなく自己中心的な双系的親族組織として把握すべきだが、家
制度とそれを基礎づける嫁入婚に規定され、居住近接する率の高い夫方＝父方に常に傾斜し、
家が家業経営体としての性格を持つことによってその傾向はさらに強められると論じてい
る18。
　なお、上野和男は、親類の諸形態とその特徴を整理し、親類を構成する家について、①そ
の家から分家・独立した家、②その家から婚出・養子転出した者の婚家とその親類、③その
家に婚入・養子転入した者の実家とその親類の３タイプに分けている。①は本分家関係であ
り、家の系譜関係が認知され機能する限り永続的で、その範囲はほぼ固定的であるのに対し、
②・③は姻戚とも呼ばれ、個々の家によって範囲が異なる。世代交代によってその中心およ
び範囲が移動し、固定的・持続的集団を形成しにくい世代限定的（ほぼ上下２～３世代）な
性格を持つと述べる19。
　上記②・③の流動的かつ世代限定的・非恒常的な性質については、前出のとおり竹内や福
田も指摘するところであるが、中野は、離別等により不和が生じておらず、両家にとって好
ましい人柄や業績が思い出されるような人物を媒介とした親類関係は――系譜関係の場合ほ
どではないにせよ――本人の死去後もかなり長期間維持されることもあると記している20。
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また、親類の基盤とする関係性の違い（系譜関係か姻戚関係か）や個人的親近性によって、
固定的・持続的／流動的・世代限定的といった性格の差異が生じ、親類関係内部に序列が設
定されることもあり、例えば、イチシンルイ／ニシンルイ、オモシンルイ／ヒラシンルイ、
コイシン／周縁的親類、イチオヤコ／ニバンオヤコ／オヤコ・イトコ、ムラウチのシンルイ
／ホカムラのシンルイなどと呼び分けられたりする21。
　以上から、親類の構成単位や構成原理をめぐっては、各事例に基づいた様々な定義および
見解が提出されてきたことが分かる。親類は、基本的にはキンドレッドの構造を持ち、個人
を単位とした対等な交際・協力を行う流動的かつ世代限定的な関係であるが、日本では――
少なくとも家慣行が普及し、その規範の影響力が強かった時代・地域においては――村落社
会の構成単位である家を単位として親類関係が現出し、それに基づいて生活連関を伴う家連
合が形成される場合もあったと理解することができよう。ただし、系譜関係を介する親類で
ない限り、その家連合は家ごとに異なる親類関係の広がりを持ち、定型的な集団形態を示さ
ない。したがって、世代の経過によってその構成員も流動するという性質を持つ。もっとも、
親類のあり方は地域によって千差万別であることを念頭に置いておく必要があるが、さしあ
たり本稿では、上記のように親類を捉えることとする。
　以上の議論を踏まえ、本稿では、三宅島神着のシンルイについて、①構成単位（個人か家
か）、②構成原理（範囲・機能・形態）の観点から分析し、神着のシンルイをどのようなも
のとして理解すべきか、考察したい。

２．神着の概要と「旧六十軒百姓」
　三宅島（三宅村）は、現在、旧村に基づく５つの地区に分かれており、島北部に位置する
神着地区（旧神着村）はさらに11の大字（地区）に分かれている【図１】。神着は、「古来よ
り島の政治の中心として存在してきた」地域である22。
　断片的なデータではあるが、江戸末期以降の神着の人口および戸数の推移は、図２のとお
りである【図２】23。図中の枠で囲った年は噴火のあった年であり、1940（昭和15）年のみ
噴火後のデータである。三宅島は、明治期には漁業の隆盛により伊豆・房総方面からの移住
が増え、トビウオ漁で栄えた神着の大久保浜には数十軒の飲食店が立ち並んだという。大正
中期から昭和初期にかけてはテングサの豊漁が続き、房総・沖縄・韓国からの女性出稼ぎ（海
女）やサービス業に従事する人の流入が増えた。人口は昭和30年代にピークを迎え、その後
は都市部への出稼ぎ転出や挙家転出、進学・就職による転出（例えば1963（昭和38）年の島
の中・高卒業者転出率は96％）等が重なって急激に減少する24。近年では少子高齢化に加え、
2000（平成12）年噴火後の全島避難による影響も小さくない。
　神着の主な産業は、畑作を中心とした農業（陸稲・大麦・甘藷など）と漁業（テングサ、
トビウオ、クサヤ、エビなど）である。1937（昭和12）年時点では、半数近くの家が牛を飼
育し、畜産も行っていた。島全体の産業別就業人口は、1950（昭和25）年に第一次産業が
80％、第二次産業が５％、第三次産業が15％であったが、1980（昭和55）年には第一次産業
17％、第二次産業18％、第三次産業65％、2010（平成22）年には第一次産業７％、第二次産
業22％、第三次産業71％となっている25。
　社会組織に関して、三宅島を含む伊豆諸島は、年齢階梯制の組織（若者組）が社会構造の
基軸をなし、同族団や地縁組織より双系的な親族関係（シンルイ、オヤコなど）が生産や祭
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祀・儀礼など生活の様々な面において中核的な役割を果たしてきたとされている26。三宅島
の場合、流人の監視が若者組の重要な任務であった。神着の若者組合（16歳～36歳が加入）
では、年齢に加え能力・働きぶりによって小若衆・中若衆・大若衆の３階級に分けられ、明
治以前は世話役などの幹部の役に就けるのは長男のみとされた。大正期以降、機能分化し、
現在の青年団と消防団に繋がっている27。
　なお、島内には12の式内社があり、神着には古代より壬生家が神職として仕える御笏神社
を含め６つの式内社が集まる28。この他にも数多くの神社・小詞が存在する29。また、現在
５つの寺院があり、宗旨は浄土宗が４カ寺、日蓮宗が１カ寺である。かつて神着にも妙楽寺
という浄土宗寺院があったが、廃仏毀釈の影響を受け、1871（明治４）年に廃寺となってい
る30。
　以下では、神着のシンルイ形成の基盤となっている旧百姓のいくつかのグループを中心に、
旧神着村の村落構造を把捉しておく。三宅島の概要や民俗調査の研究史については、特集１
を参照されたい。

【図１】神着地区の地図（川嶋麗華作成）

【図２】神着地区（旧神着村）の人口および戸数推移（筆者作成）
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（１）旧神着村の成り立ちと村落構造
　1853（嘉永６）年の『神着村宗門人別家数並流人在命改書上帳』を詳細に検討した大間知
篤三および浅沼悦太郎の研究を参照し、江戸時代末期における旧神着村の家々の状況につい
て確認する31。
　当時の戸数は69戸、うち１戸は浄土宗妙楽寺（現在は廃寺）、65戸は妙楽寺の檀家、３戸
は隣村伊豆村にある日蓮宗善陽寺の檀家である。旧地役人であり神官を兼任した壬生家は、

「妙楽寺最大の檀家」であった32。妙楽寺を除いて、本家格の家は15戸、その分家・又分家
にあたる家が32戸、分家を持たない家が21戸となっている。そのうち、詳細が分かっている
62戸の世帯構成を見ると、52戸は複世帯（２世帯27戸、３世帯15戸、４世帯８戸、５世帯２
戸：計151世帯）であった。また、ここには、いわゆる「インキョ」33が44世帯、「バッカ」
と呼ばれる、奉公人をはじめ「一戸前」として独立していない隷属的な家が12世帯、「水
汲」34が21世帯含まれている。このような戸数、世帯構成のもと、人口540人（うち１人は
僧侶）に加え、「流人」50人が居住していたとされる。流人には、男48人、元僧侶11人、士
分２人、家持21人がいた35。
　旧神着村の旧本村は、のちに東郷（現・小字焼場）と呼ばれる地域に位置しており【図１】、
そこに壬生家が奉仕する御笏神社も所在していた36。1431（永享３）年、旧長根村（現・伊
ケ谷地区）の百姓一同が塩運上の不正発覚事件により島外へ逃亡する。これにより旧長根村
は廃村に至る。しかし、1468（応仁２）年、その残留者（15）【図４】が壬生家によって旧
神着村の百姓として取り立てられ37、（15）の家とその分家・又分家により「神着長根七軒
百姓」が構成される。
　1516（永正13）年、神託により御笏神社は現在地へ遷座し、1534（天文３）年には壬生家
と旧神着村本村の草分け百姓の大部分も現在の小字埼玉および下原へ移転する。ここが旧神
着村の新たな本村となる38。新本村において、壬生家をとりまいて家臣団的立場をとったの
は、「新七軒百姓」や前出の「長根七軒百姓」であった【図３】。これらの百姓グループには
名主が集中していることが特徴である。
 　一方、東郷に残留して旧社を守った人々は、「東郷衆」「宮百姓」などと呼ばれた。1782（天
明２）年時点では、東郷は13戸だったが、のちに「二男百姓」（独立して間もない家。多く
は小作人）、移住者（内地や八丈島から）、流人僧などが増え、幕末には27戸となる。しかし、
1874（明治７）年、雄山の噴火により、東郷は埋没・全滅する。よって東郷衆は、現在の小
字門ノ原、仲尾坂、王葬などに移転した39。
　なお、1880（明治13）年、妙楽寺の住職が病死したため、翌年、同寺の檀徒は神葬祭へ移
行している40。
　以上のように、江戸時代末期の旧神着村は、本家格の家が約２割、その分家・又分家が約
５割、分家を持たない家が約３割を占めており、いわゆる同族団が発達した地域とは言えな
い。また、旧長根村の不正事件、神託や噴火による移転・流入のタイミングによって百姓グ
ループが形成され、村の中心を構成するとともに、そこに内地や近隣諸島からの移住者、流
人が加わって構成された地域だと概括することができる。また、宗教的には、ほぼ全戸が檀
家となっていた浄土宗妙楽寺の廃寺により、数戸（伊豆・善陽寺の檀家）を除いてほとんど
の家が神道を宗旨とし、御笏神社の神主による神葬祭へ移行したとされる。1978（昭和53）
年の民俗調査では、神着の家は７割が神道、３割が浄土宗・日蓮宗との記述も見られる41。
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（２）「旧六十軒百姓」と経済構造
　次に、浅沼勉と浅沼弘による『三宅島旧神着村 根元六十軒百姓を中心とする民家系譜』（私
家版、1983年）をもとに、壬生家とその分家・又分家に連なる家々、および上記した４つの
中心的な旧百姓グループの構成を列挙して示す【図４】42。家相互の関係性については、前
掲の『神着村宗門人別家数並流人在命改書上帳』も参照した43。
　図中の括弧内に示した家番号は、筆者が便宜上、列挙した順に振ったものであり、上記資
料の掲載順とは関係していない。なお、「宮持」（禰宜ないし預かり）、「堂持」として記載が
ある家の番号には△、名主を務めた家の番号には◎を付している。
　また、神着の土地所有と経済構造については以下のとおりである44。1956（昭和31）年時
点における土地所有の内訳は、地主26人（うち地主手作り19人）、自作60人、自小作40人、
小自作26人、小作34人である。地主の多くは上記の「旧六十軒百姓」として記載された家々
であり、その約61％が小字下原・埼玉・仲尾坂に集住している。また、地主・自作・自小作
のいずれも、４反以上７反未満層が過半数を占めている（それぞれ約50％、73％、55％）。
自作・小作は小字大久保に多く（約42％、53％）、自小作・小自作は小字王葬・焼場・土佐
に多い（約60％、62％）。
　このように、地主ないし自作層であっても土地所有の規模は大きくなく、大規模地主が存
在した地域ではない。また、全体に占める自作・自小作層の割合が過半数を超えており（約
32％、22％）、地主層による土地集積が進んだわけでもなく、比較的自立した中小規模農家
層が多い地域だったと言えよう。

【図３】明治初期の神着村内図（廣瀬進吾『三宅島史考』
三誠社、1987年、44頁を加工）
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（８）、 （９）、 △（１０）、 （１１）、 （１２）、 △（１３）、 △（１４）＊ 
 

＊1708（宝永 5）年、流僧・日意が祖師堂開設。（１４）の初代となる。2 代は（１３）の四男。 

旧旧七七軒軒百百姓姓（神着村草分百姓） 7 戸 

 

△◎（１５）：（１）別家か、 （１６）：（１５）分家、 （１７）：（１５）分家、 ◎（１８）：（１５）分家、 

◎（１９）：（１８）分家 

長長根根七七軒軒百百姓姓 5 戸 

 

△（２８）：社人、御笏神社禰宜、 △（２９）、 （３０）、 （３１）：（３０）分家、  

（３２）：（３１）分家、 （３３）：（３０）分家、  （３４）、 （３５）、 （３６）：（３５）分家、 

（３７）：（３５）分家、 （３８）、 （３９）：（３８）分家、  （４０）：（３８）分家、 

（４１）、 （４２）、 （４３）、 （４４）、 （４５）、 （４６） 

東東郷郷衆衆 19 戸？ 

 

（２０）：鍛冶、 ◎（２１）：番匠、（２０）分家、 ◎（２２）：（２０）分家、 （２３）：（２０）分家、 

（２４）：（２０）分家、 （２５）：浅沼稲次郎家、 （２６）：医者、 （２７）：別当、（１）別家か＊ 
 

＊壬生秀次に従い関ヶ原の戦いに出陣。帰島後、百姓に取り立てられ、非血縁分家（別家）となる。 

新新七七軒軒百百姓姓 8 戸？ 

 

（１）：壬生神主家、 ◎（２）：観音堂預かり、 △◎（３）：地蔵堂預かり、 ◎（４）：（１）分家

か、 （５）：（２）分家、  （６）：（４）分家、  （７）：（４）分家 

壬壬生生神神主主家家ととそそのの分分家家群群 7 戸 

【図４】主な「旧六十軒百姓」の構成

【写真１】観音堂（2023年８月、筆者撮影）
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